
免除証明書を持参した場合の登録
災害等特別な理由により著しく生活困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず
保険医療機関への支払いが一時的に困難になった場合、一部負担金の
減免・支払猶予を受けられる場合があります。

『免除証明書』を患者様が持参された場合は下記のとおり設定してください
『減免区分』⇒『免除』
『特例区分』⇒『災１』

1 減免区分は【▼】から『免除』を
選択します。

2 特例区分は【▼】から『災１』を
選択します。

指定すると電子レセプト摘要欄に「災1」と記載されます。
窓口負担金は０円になります。


